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は じめに

私の報告は戦前の代表的な通商摩擦問題の政府間国際会議であ った 「日蘭会商」(1934年6

月一12月)を 取 り上 げて、1930年 代の経済外交を通 した日本 と蘭印との経済関係の特徴 にっい

てお話 しようとするものです。そ もそ も私 は 「日本経済史」を専攻 してお り、イン ドネシァの

ことにっいては日本(語)の 資料か ら得 られ る認識 しか持 ってお りません。ですか ら今 日のお

話 も、会商を通 して 日本政府がオランダと植民地の蘭印との経済関係にっいて、 どういう認識

を持っていたのかを考えたいと思います。 きわめて限定を付けており、他の先生方の報告と く

らべて内容が貧弱ですが、参考になれば幸 いです。

会商の内容 となる通商摩擦 は綿業をめ ぐって問題 とな りました。いまでこそ日本の綿業は斜

陽産業ですが、戦前 には今の自動車産業と同様に輸出産業 として日本経済のキー産業でありま

した。1930年 代に世界各国が 「大不況」か らの回復を企図 していた ころ、 日本は31年 以降に軍

事費を中心 とした財政拡大 と、32年 か らの為替下落を背景に した輸出拡大 によって、いち早 く

景気を回復 させ ました。なかで も後者の輸出拡大はアメリカへの生糸輸出ではな く、対アジア

綿布輸出が主な内容で した。アメ リカの景気回復にはまだまだ時間がかかりま したか ら、アメ

リカへの輸出にに大 きな限界がありました。日本 はもともと中国にむけて綿布輸出を展開 して

いま したが、20年 代末までに中国では関税の引き上げ、中国綿業の発展、対 日ボイコッ ト運動

が起 こり、日本の綿布輸出には大 きな制約が加わるようにな りま した。その為に、30年 代の綿

布輸出の拡大は中国以外のア ジア市場(英 領 イン ド、蘭印など)を 対象 にす るようになったの

です。 しか し、 これ らの市場はイギ リス、オランダの植民地であり、本国綿業の輸出市場 と位

置づけ られていましたために、日本綿布の急激な流入は英蘭本国綿業の販路縮小にっながり、

英蘭本国との綿業通商摩擦を喚起 したのです。イン ド、蘭印はイギ リス、オランダに代表 され

る本国の伝統的な綿布輸出市場であったために、英蘭綿業 との通商摩擦を主な内容とする問題

が33年 以降に発生 しま した。まず33年 か らは英領イン ドを対象に摩擦解消を目的に した政府間

交渉の 「日印会商」(33年9月 一34年1月)が もたれ、つづ いて世界市場 を対象に した綿布市

場割 当の交渉であ る 「日英民間会商」(33年12月)が 開かれ ま した。そ して34年 には政府間交

渉である日蘭会商が開かれま した。表1に 示 した様に、他の政府間交渉はそのあとにも続 きま

すが、日蘭会商 は日印会商から始 まる一連の綿業通商摩擦問題交渉の一 コマと位置づけ られま

した。
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表1

略 年 表
○ 日印会商(1933年9月 一1934年1月)成 立

1993年4月 ……イン ドが 日印通商条約を破棄

日本 は原綿不 買で対抗,貿 易戦争 とな る

1934年1月4日 …… 日印間合意(7月 ロ ン ドンで正式調印)

○ 日英民間会商(1934年2月 一5月)一 不成立

1934年5月 ……植民地や英本国で輸入制限実施

○ 日蘭 会 商(1934年6月 一1937年4月)

1933年 …… セ メ ン ト,

1934年1月 …

1934年2月 … … サ ロ ン,

1934年6月 ・・…

関 税 引 き上 げ

部分的成立
ビールの緊急輸入制限

…蘭領東印度政庁は 日本 との交渉を提案

縞綿布に緊急輸入制度
・日蘭会商開催(バ タヴィァ)

1937年4月 … … 日蘭 通 商 仮 協 定(石 沢 ・ハ ル ト協 定)

○ 日米 会 商(1935年 夏 一1936年5月)一 不 成 立

1935年12月 … … 日本 は 自主 規 制

1935年5月 … … 交 渉 決 裂 し,米 政 府 は 関 税 引 き上 げ

1937年12月 … … マ ー チ ソ ン使 節 団 来 日(1938年1月 日米 業 界 間 の 合 意)

○ 日(米)比 綿 交 渉(1934年4月 一1935年10月)

1935年10月 … … 日米紳 士協 定

○ 日加 交 渉(1935年)成 立

1935年7月 … ・一日本 は 通 商 擁 護法 を 発動

1935年12月 … … 協定 成 立

成立

○ 日埃 通 商 会 議(1935年10月 一1936年6月)不 成 立

代 表 引 き 揚 げ

○ 日豪 会 商(1936年)成 立

1935年2月 … … 中 断

1936年1月 … … 再開

1936年6月 … … 日本 は通 商擁 護 法 を 発動

1936年8月 … ◆・・再開

1936年12月 … …覚 書 交 換

石 井 修 「世界恐慌 と 日本の 「経済外交」」1995年 よ リ

それゆえ日本における既存の歴史研究の多 くも、 日蘭会商を、オランダと日本の両国綿業の

利害調整を主な内容 とす る政府間交渉と して叙述 して来ました。 その際、各国政府の外交方針

は各国の綿業の利害に即 した ものであるとの認識が共有 されてきま した。直接 に日蘭会商を

扱 ったものではあ りませんが、 「綿業帝国主義」論という日本での学説は綿業の利害が 日本外

交を規定 したとという前提の もとで、綿業の対外膨張主義の延長にアジア ・太平洋戦争にっな

が る侵略を展望 しています。 こうした30年 代の 日本製品の急激な進出は世 界経済の 「保護主

義」的傾向を強化 したと考え られ、あわせて日本 も日印会商、日英民間会商、 日蘭会商によっ

て対ア ジア綿布輸出に制約が加わ るなかで、ます ます世界で 「孤立」す る傾向を強あたとする

認識が共有されていると言えます。 とくに日蘭会商が34年12月 に 「休止」 したことか ら、交渉
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は 「失敗」 し、 日本の 「孤立」化が強調されて います。 日本学術振興会が編纂 したr通 商条約

と通商政策の変遷』(世 界経済調査会、1951年)は 外交史研究でよ く使われる資料ですが、 この

資料は各会商を戦前 の日本の孤立化の過程 として記述 しています。

tiles Diplomacy, (Arno Press, 1981), 杉山伸也

Osamu Ishii, Cotton - Tex-

「日本の綿織物輸 出と貿易摩擦」 〔杉 山 伸 也 、

イア ン・ブラウン編r戦 間期東南アジアの経済摩擦』(同 文館、1990年)〕 などの日本を代表す

る研究 もこの資料によ って同様の認識を提示 しています。30年 代の日本の経済外交は日本綿業

の利害に即 しなが ら、ブロック化の進む世界経済のなかにおいて対外協調を果たせなか ったと

する認識が共有 されているわけです。 しか し、各会商に臨む政府代表 は必ず しも日本綿業の利

害に即 して交渉にあた ったわけではなか ったよ うです。む しろ綿業 と日本政府 との間には距離

があ ったと考え られます。そして日本政府 は外務省、商工省を中心 に、30年 代の本国 と植民地

との経済関係に注 目しなが ら、その帝国秩序に配慮する姿勢を有 していたと考えられます。報

告では日本政府が本国 と植民地 との経済関係をどのよ うに認識 して いたかを問題に して、対外

協調を模索 していたことを指摘 したいのです。

1.「 ブロック」化の二つの側面

本論に入りますが、会商の過程を細か く述べていては時間 もな くなりますので、会商過程は

すべて省略 して、会商のなかで見えて くる蘭 と蘭印 との経済関係にっいて要約 し、 日本政府が

その関係にたい して どのように配慮 したのかを考えてみます。

34年6月 か ら始まった日蘭会商は12月 に 「休止」 し、日本 は対蘭印輸出に制約を加え られた

と述べ ました。蘭印は日本品の輸入制限策をとり続 けたか らです。 これ ら統制策には蘭品の輸

入割当が定あられていた ことから、30年 代の蘭の植民地政策は本国の製品の販売市場 として植

民地を維持 しようとした との解釈が出てまい りました。いわゆるブロック化政策 といわれ る植

民地政策です。 この政策は植民地を本国の輸出市場 として位置づけるものであ り、換言すれば

本国の 「輸出型産業」の利害に即 した植民地政策であ ったと解釈されます。植民地に関税や統

制策によって大 きな壁を造 らせ、それによって本国以外の第三国(日 本など)か らの商品の流

入を規制 し、他方で本国からの商品の流入には寛容な姿勢をとらせ るという内容になります。

第三国に対す る閉鎖的な政策です。

しか し近年の経済史研究で は本国にとっての植民地の意義を別の観点か ら理解 しようとす る

研究が現 れて きま した。P.J.CainとA.G.Hopkinsら の 「ジェン トルマ ン資本主義」論 に代

表される英帝国史研究がその代表的なものです。本国は植民地に政府借款や民間投資などを展
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開 してお り、それゆえに植民地は本国にたいしてそれ らに対応 した利子、配当などの債務を毎

年支払 う必要が出て来ます。また植民地 としては本国に政治費用の支払い も必要です。イン ド

であれば 「本国費」 (home charge) で す し、 蘭印で あれば年金などです。 と くに大不況 の動

揺の後、植民地にはこうした利子、年金、政治費用の支払いの円滑化が強 く期待 されま した。

「ジェ ン トルマン資本主義」 とは財産を人に貸す ことによって生活するとい うランチ ェ(金 利

生活者)的 な金融資本家が中軸の資本主義を念頭 においており、 これが本国 と植民地 との関係

にもあてはまると考えています。本国と植民地 との関係は本国の産業利害ではなく、金融利害

によって構成 されていると考えているわけです。

　 植民地か らの利子、配当、政治費用の支払 いの円滑化は次の2つ の条件が必要にな ります。

第1の 条件は支払 いの元 となる植民地の貿易収支における黒字(出 超)の 維持 です。植民地は

スズ、ゴム、砂糖、木材な どの第一次産品を先進国へ輸出することで出超を維持 してきま した。

この出超が本国への支払いに貢献 していたわけです。大不況はこの出超の維持に打撃を与えた

ために、本国は植民地の出超を維持するたあに対応 を迫 られました。 じっは先述の植民地のブ

ロック化 もこの出超の維持と強 く関係 していたと考え られます。つまり本国の影響下にある諸

国に植民地の第一次産品の購入を促すために壁を張 りめ ぐらすという解釈です。 イギ リスの主

導 したオタワ会議 にはそ うした努力が見受 けられます。 イン ドは本国イギ リスへの出超を造り

だす ことで支払いの円滑化 に努めます。　 「植民地からの輸入品にイギ リスがみせた相対的開放

性」(P.J.　Cain)に よって、植民地 はポン ド準備金を用意 し、イギ リスにたい して債務 を支

払 ったのです。 しか し東南 アジアゐ第一次産品 はその多 くがアメリカ合衆国や日本といった工

業国への輸出に依存 していましたか ら、そうした販路をいかに維持するかが問題で した。

　第2の 条件は利子、配 当、政治費用の支払の継続を余儀な くされ る植民地経済にあ って、そ

の支払いのたあに高 い通貨設定を余儀な くされたことです。図1は 対 ポン ド為替 レー トをまと

めたものです。 グラフが下がるとその国の対 ポン ド為替 レー トは高 くなると読んで下さい。そ

の通貨が強 くなるわけです。 日本、中国、香港などの東アジアの為替 レー トが低下傾向にある

のに対 して、イン ド、蘭印などの為替 レー トは、維持 されるか、あるいは高めに修正される傾

向が読み取れます。 もし植民地の通貨が低 く設定 され ます と、それだけ本国への支払 い負担が

増加 しますか ら、本国はたえず植民地の通貨を高めに設定 しているわけです。図1の なかで上

段の各グラフが硬直的で、且っ高め に修正されているのは、植民地支配 と しての性格を反映 し

ているか らです。
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図1ア ジア 通 貨 の 対 ポ ン ド為 替 レ ー ト(1913～ で939年)

(A)為 替 維 持な い し割 高 の ケー ス〈東南アジア、イン ド〉 (B)為 替 切 下 げの ケ ー ス〈日本('32～)、中国('36～)〉

杉 原 薫 「ア ジ ア 間貿 易 の 形成 と構 造 」1996年 よ り

植民地の通貨が高めに設定されるとい うことは、今度 はその国内にデフレ的な現象をもたら

します。蘭印での不況の継続です。不況が継続するなかで、蘭印政府と しては社会政策的な対

応が必要になります。 この点にっ いてはAnneBoothの 論文が大変詳 しく述べています。そ

うします と、購買力の低下 した民衆には、高価な蘭品よりはどうして も低廉な 日本品が必要に

なります。 日本綿業は20年 代の合理化や32年 以降に為替の下落を背景に、低廉な商品の供給が

可能になって いま した。ですか ら蘭印にとっては低廉な日本品が必要であ り、蘭本国 もその点

にっいて は考慮 しておました。輸入規制にあたって蘭は1933年 の輸入実績を もって規制の基準

を作成 しましたが、本来日本品を厳密に規制す るな らば、日本品が蘭印に大量 に流入 し始める

32年 以前の数年を基準 にとればよいのですが、大量に流入 しは じめ る32年 以降の年 を基準に

とったことは、ある程度 は日本品の輸入 は必要であ ると考えていた ことを反映 しています。蘭

本国は自国産業の利害にかかわる晒種の綿布 にっいては蘭品の確保を主張 しますが、ほかの種

類について低廉な 日本品の輸入を認めていたわけです。

また図1に 示 したように、蘭印の為替 レー トが高めに設定されていたのにたいして、 日本の

それは32年 以降に低下 します。 そうであれば商品は為替切下 げ圏(東 アジア)か ら為替割高圏

(英領 イン ド・蘭印)に 流れやす くなっていきます。 日本の蘭印への輸 出は、輸入規制策の実

施 にかかわ らず、36年 までは着実に増加、ないし高い水準を維持 します。 日本の東南ア ジアへ
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の輸出拡大は日本側の合理化や為替低下 という内的な要因 とともに、 こうした植民地の帝国秩

序という外的な要因によって も促されていたのです。

このように30年 代の蘭印は、第一次産品をアメリカや日本に輸出 し、また低廉な 日本品の輸

入を必要 としていた とすれば、蘭印は第三国にたい して閉鎖的な政策をとったとはいえません。

む しろ蘭印は本国の金融利害に即 して、第三国との開放的な関係をいかに構成す るのかという

課題に直面 していたといえます。ですか ら日蘭会商 とは日本綿布の輸入規制をめ ぐって交渉 し

たというよりも、む しろ以上の二つの条件にそって、

(1)日 本がどれほどの第一次産品を購入で きるのか。

(2)日 本綿布を蘭印に輸出するにも、その有益な取引をどの程度蘭商に委譲 しうるのか。

とい う問題をめ ぐっての交渉であったわけです。後者の問題は蘭商の利益向上を通 しての配当

の回復を含意 しています』

日本政府 もこうした蘭 と蘭印の金融利害に即 した経済関係については十分に考慮 してお りま

した。 「産業 と帝国ゴと してではな く、 「金融と帝国」のあ り方に配慮す る姿勢で会商に臨ん

でいま した。蘭印への綿布の販路確保 を主 な利害 とす る日本綿業の代表者 は会商の交渉 メン

バーとしては公認されてお らず、む しろ日本の外務省 は砂糖業者に民間顧問と して参加を求め

ていま した。 日本が蘭印の砂糖をどの程度購入で きるかを考える時には、蘭印砂糖 との競合関

係 にたた され る日本砂糖業者(主 に台湾製糖業)と の意見調整が どうして も必要であったか ら

です。 日本綿業の代表者はあ くまで も 「有志」として会商に参加 していただけで した。 それは

日本政府が日本綿業の輸出市場確保 という利害を副次的な ものと位置づ けて いたことを示すも

ので した。

2,日 蘭会商の成果

二つの問題をめ ぐって、 日本 と蘭 との問で交渉が続けられ ました。会商は 「休止」 したとの

べ ましたが、会商 はほぼ次の内容で合意に達 していました。

〔1〕 砂糖をはじめ蘭印の物産の買いつけを日本関係者 に 「勧誘」す る。

〔2〕 綿布をふ くむ数種の商品にっいて、日本人商社の対総輸入比率の割当は最高25%と す

る。

これを見るに、(2)に っいて は 〔2〕 に よって交渉が成立 したわけです。34年10月9日 に

日本代表 自らが綿布6種(未 晒、晒、捺染、反染、糸染、雑類)を は じめ とする重要貿易品14

種 につ いて日本人商社の対総輸入比率を提案 しま した。綿布にっいては50%と し、その他はオ
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ランダ人商社の取引に委ねることを提案 したのです。綿布について確認すると、 この提案は33

年の日本人商社の対総輸入比率の実績(38%)よ りもやや多 く見積 もられていま したが、蘭が

重視 していた晒だけではな く、綿布 「全部」を規制の対象に認める内容 を日本側か ら提案 した

のは日本側の譲歩に他ならなかったといえま しょう。そ して この提案は、ある資料によると、

日本綿業関係者 には一切公開されることのなかった もので、日本綿業者 にとっては実に意外な

提案であ りました。そ して12月11日 の日本案 も再び日本綿業側には諮問な しに決定され、かっ

62種 を対象にした日本人商社への割当比率を33年 の実績である38%と す る内容で した。 さらに

12月末には、日本人商社への割当を25%に す ることで政府間の合意が取 りっけ られたのです。

交渉において日本綿業 に意見を聞 くところがなか ったとい うことは、会商が綿業の利害 に即 し

て展開 した ものではなか ったことを示 して います。(2)に ついて は日本政府が 日本綿業の利

害を副次的に据え置 くなかで、蘭商の立場に配慮 した対外協調的な交渉が進め られたといえま

す。

しか し会商が 「休止」とな ったのは(1)を め ぐる問題のためで した。 日本側 のなかで砂糖

の購入問題についての利害調整が進まなか ったことによります。日本にとって蘭印か らの砂糖

輸入の拡大 は台湾砂糖との競合を喚起す るものであ り、政府内でも拓務省、農林省を中心 に強

い反対が見 られたま した。それゆえ、この経済非合理性 に補助金の支給などによって対応する

必要があ ったのですが、政府内では財源の困難などによって具体的な対応がとれなかったので

す。結局蘭印砂糖の買いつけを当業者に 「勧誘」するとの提案に落ちつかざるを得ず、会商は

休止 して しまったのです。この点で日本は対外協調を具体化することは出来なかったと考えれ

ば、台湾をふ くめた日本の植民地経営との関係で 日本は譲歩できなか ったことを示 しています。

日本の植民地経営を犠牲に して蘭印の植民地経営に配慮することは出来 なかったといえます。

協調態勢を模索す ることに留 まったといえます。

まとめ

結局、 日蘭会商は(1)を めぐる利害調整が果たされないままに休止 し、具体的な協定が結

ばれない状態で終わって しまったわけですが、 しか しその後をみると、 この休止は研究者が考

えているほど、日本の対外的孤立を促 したとは考え られません。日本 と蘭印 との経済的な相互

依存関係 は続いたといえます。(1)に ついては日本は37年 まで蘭印砂糖の購入量を増や しま

した。そ して(2)に 即 してみれば、 日本綿布の取引をめ ぐる蘭商の シェアは確実に増加 し、

日本綿布取引を通 した蘭商の利益 も拡大 してい きました。表2はPeterPostさ んの調査 され
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たデータですが、蘭商の配当の回復過程が読み取れ ます。 日本品の取引か ら得 られ る収益の増

大が貢献 したか らです。 また30年 代には華僑による排 日ボイコット運動が展開 しますか ら、従

来の 〔日本人輸出商 一在蘭印日本輸入商一華僑〕とい う取引ルー トではな く、〔日本人輸 出商・

蘭人輸出商 一在蘭印蘭人輸入商 一華僑〕とい う蘭商が介在する販売ルー トの形成が 日本品の輸

入の安定に貢献す る面が多 くあ りました。その意味で日本 と蘭印との経済的な相互依存関係 は

維持 された と言えます。具体的な協定がな されなか ったわけですが、日本の孤立化は生 じてい

なかったと言えます。

表2

Dividend of large European trading companies in the Netherlands East Indies

Internatio 
Borsumij 
Lindeteves 

Deli Atjeh 
'G

untzel & Schumacher 
Maintz & Co. 

L.E.Tels & Co.

1922

12 

9 

0 

19 

0 

0 

0

1924

14 

9 

6 

26 

6 

6 

0

1926 1928 1930 1932 1934 1936 1938

17 

9 

9 

16 

12 

7 

0

17 

10 

11 

16 

12 

8 

1

14 

10 

 7.5 

8 

6 

8 

0

4 

8 

0 

2 

3 

6 

0

0 

6 

0 

2 

3 

6 

0

6 

6 

7 

6 

7 

7 

5

8 

7 

12.5 

5 

4 

8

Source:De Busy Handboek yoor Cultuur-es Handelsondernemingen in Nederlands-Iandie 

(Directory of Culture and Trading Companies in the Netherlands Indies) (Batavia,relevant years)

Peter Post
"Dutch

Merchant Houses and Japanese Prewar trade with Indonesia" よ り

30年 代の日本の経済外交は日本の綿業の対外膨張主義的な利害に即 して形成されたとはいえ

ず、む しろ金融利害に即 した蘭と蘭印の経済関係に配慮 した対外協調姿勢を基調に していたと

いえます。協定を通 じた協調態勢の具体的な構築には限界があ った ものの、日本の経済的な孤

立化は避 けられたわけです。す くな くともこうした外交姿勢は他の会商において も共通 してい

ると考え られます し、日中戦争の勃発する37年 まで は基調であったと考え られます。30年 代の

通商摩擦を背景に した日本の孤立化は生 じていないというのが、 日蘭会商の経過を見ていて感

じることです。侵略戦争勃発の論理は別に考察すべ きであろうと考えます。
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コ メ ン ト

賓 下 武 志

経済史から見てどのような地域豫を描 くことができるかという課題 を考え、籠谷さんに報告

をお願 いした。経済史、あるいは経済学 とい うデ ィシプ リンか ら地域を考える場合、市場 とい

う問題が、地域の輪郭や内容を考える格好な材料 となるだろ う。そ してもう一っ、日本を研究

している方々と東アジア ・東南アジアという地域 を考える時に、どのように議論をクロスさせ

てい くことがで きるかという課題がある。 これ らの二っの点から、 この10年 来、 日本の中にお

ける中国商人、あるいはイン ド商人の研究が篭谷 さんを始あ として積極的に進め られて きたよ

うに思 う。長崎の華商研究、あるいは琉球貿易をめ ぐる東南アジア ・東アジアとの関係 という

形で、 日本 も含んだ地域碩究をどう考えるかという問題が、特に経済史研究の領域で進め られ

ている。

金融市場 という視点から、地域あるいは地域市場を考えることは、 これ まであまり議論 され

て こなか った点 として非常に重要であ り、興味のある点だ。特に東南ア ジアの植民地諸国で と

られて いる金為替本位制 は、本国 との為替決済が金を単位と して行われてお り、このことは、

東南アジアがそれぞれの植民地宗主国において分割されている、あるいは植民地宗主国と植民

地を分 けて考え るのではな く、む しろ金融市場 と しての共通の広がりとっなが りを持っとい う

指摘が問題 になるだろ う。実際に東ア ジアから東南アジア ・インドにかけて、銅で決済される

地方市場の領域 と、その上 に非常に広 く銀で決済 され る銀流通圏 とも呼べ る領域があり、それ

から金為替本位制がその上 に重なっている金の領域がある。 これ ら銅、銀、金 という三層の金

融市場の構成の中で、東南アジァが とりわけ金為替本位 という金融市場の輪郭を持 っていると

いう特徴がある。その金、銀、銅の レベルを相互に決済する場 として、シンガポール と香港が

形成された。そ ういう形で両地が歴史的に機能 して きたことを考えれば、東南アジアの金融市

場は、地域的に も、決済の レベルにおいて も、 シンガポールと香港を二っのセ ンターとしなが

ら南ア ジアから東アジアにかけた金融市場の輪郭を作 ってきたと考えていいだろう。

もう一っ商品市場の問題 として、今 日の話で具体的に、物を作 った 「国」が外国市場 におい

て も活動するとか、利益を得るとい うことではな く、両者の中間にあ ってど ういう商人 グルー

プがそれを扱 うか とい う点に注目 し、作った場所と運ぶ商人を区別 して考えることによって、

地域関係の複合性 も自ず と異なった形で考え られるという指摘があったと思われ る。そういう
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点で、金融市場、商品市場、 しか も商品市場の中ではその担 い手の商人を見てい くことによっ

て、地域内部の相互関係、地域相互のネッ トワーク、 さらには広域地域全体を金融的に覆 う～

っの金融市場 という面で機能 していた東南アジアと東アジアの関係、あるいは東南アジアとイ

ンドとの関係、 あるいはイン ド、東南ア ジアを含めた東ア ジアとの関係、 そ して それぞれの

ヨーロッパとの関係 という相互関係が現れて くる。本 日のお話の中では為替相場 と銀流通の関

係のお話 も大変興味深 い。 これ らが どのように30年 代後半からの経済的な状況変化を示 したの

かとい う分析で、政治問題への理解 に対 して幾つかの新 しいコンテクス トを与え るようにも思

う。地域連関、そ して市場 という面か ら考えた地域像を、今 日の籠谷さんのお話を受けとめる

形で話 させていただいた。

質疑応答

籠谷 華僑や印僑の問題を考えてい く必要が

あると考えているが、30年 代から、華僑、印

僑が非常に日本に接近 し、 日本品を東南アジ

ア、イン ドに流す動きが活発化 した。そうし

た動 きがなぜ30年代に生 じたのかは、やはり

植民地圏における対外為替 レー トの割高設定

と、その他方における日本や中国などの東ア

ジアにおける為替の急激な切り下げという対

照的現象がある。そうすると為替切 り下げ圏

から為替 レー トの維持圏ない し割高圏に対 し

て輸出に ドライブがかかることにな り、東ア

ジアから東南アジアへの輸出拡大を促進 した

と言える。為替の低下は東アジアでの急速な

工業化を も進めたと考えられるが、こうした

状況が、印僑や華僑の活動を活発化させたと

いえる。そういう意味では、30年代のアジァ

商人の活動は、南アジア、東南アジアでの植

民地政策と東アジアでの工業化の2っ の要因

によって活発化 したと言えるだろう。

また、今日の話ではオランダ商人の話が中

心となったが、蘭印における華僑にとっても

日本品取引におけるオランダ商人の台頭は望

ましいものであった。華僑の間では日本に対

するボイコッ ト運動が足枷にな り、 日本品を

公然と取 り扱うことができなか った。日本人

か ら直接に日本品を買うことはできなか った

が、その間にオランダ人を介 して、安い日本

品を購入できるようになった。間接的にでは

あるが、蘭印の華僑の活動が活発化 していく

ような通商ルー トが形成 されていたように思

う。それはインドで も同じようなことがあっ

たのではないかと考えている。
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